


～東北６県で「社会保険加入促進宣言企業」を募集中～

東北地方整備局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

「建設業社会保険加入推進地域会議（※１）」（以下、地域会議）については、
平成３０年２月５日に宮城県において、また、８月から９月末にかけて東北５
県において開催・設立しております。

地域会議の開催・設立を受け、現在、東北６県において、「社会保険加入を
進めるにあたって守るべき行動基準（別添参照）」を遵守することを宣言する
「社会保険加入促進宣言企業（※２）」を広く募集しております。
（ただし、応募にあたっては地域会議の参加・不参加を問いません）

また、「社会保険加入促進宣言企業」として御応募いただいた企業様につき 
ましては、企業名を東北地方整備局のホームページ（※３）にて公表させてい
ただくとともに、「社会保険加入促進宣言企業」であることを明示した「ステ 
ッカー、ポスター（※４）」を配布し、その取組を対外的にＰＲできるよう支
援を行っております。

多くの建設企業の皆様に「社会保険加入促進宣言企業」を知っていただき、 
そして宣言企業になっていただくことが、建設業における社会保険加入対策、
ひいては建設産業の発展につながるものと考えておりますので、積極的に御応
募いただけますようよろしくお願い申し上げます。

（応募方法：別添「行動基準宣言書」をＦＡＸにて御応募ください）

（※１）「建設社会保険加入推進地域会議」
社会保険加入対策を地域建設業に定着させるため、建設業界、県、国土交通省の

共催により、平成２９年度から各都道府県において順次開催・設立しております。

（※２）「社会保険加入促進宣言企業」
社会保険に関して建設企業が守るべき「行動基準」を遵守して、法定福利費の確保や
ダンピング受注の根絶、作業員の適切な保険への加入推進などに取り組む企業です

（※３）東北地方整備局のホームページ
『東北地方整備局 社会保険加入対策』で検索していただくと、

建設業における社会保険加入対策に関する各種情報が御覧いただけます。

（※４）ステッカー、ポスター



「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」

（元請企業）
１．工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に

考慮し、ダンピング受注をしないこと
２．下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入して

いることを確認すること
３．施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適

切な保険に加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入している
ことを確認すること

４．下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、
下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと

５．下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法
定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること

（下請企業）
６．工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福

利費を内訳明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと
７．労働者である社員と請負関係にある者を明確に区別し、雇用する社員

については、法令に従って必要な保険に加入させること
８．（再下請に出す場合）下請企業を選定する際には、法令上求められる

適切な保険に加入していることを確認すること
９．（再下請に出す場合）下請企業に対し、作業員を法令上求められる適

切な保険に加入させることを求めること
１０．（再下請に出す場合）下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正

しい知識の普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこ
と

１１．（再下請に出す場合）下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見
積書の活用を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約する
こと

----------------------------- ------------- -------------- ------------- ------------- ------------- -----

当社は、平成３０年  月  日の    県建設業社会保険加入推進地域会議にお
いて採択された、「社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準」を遵
守することを宣言します。

令和 年 月 日

会 社 名
_______ ____________ _____ _____ ______ _____ _____ ______ ____
代 表 者 名
_______ ____________ _____ _____ ______ _____ _____ ______ ____
所 在 地
_______ ____________ _____ _____ ______ _____ _____ ______ ____

【送付先】     県地域会議事務局（東北地方整備局 建政部 建設産業課）
ＦＡＸ ０２２ ２２７ ４４５９

※ お問い合わせは、事務局（TEL：022-225-2171 までお願いいたします。）

※宮城県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ２月 ５日
 山形県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ８月２８日
 福島県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ９月 ５日
 秋田県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ９月１３日
 岩手県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ９月１８日
 青森県建設業社会保険加入推進会議  平成３０年 ９月２６日


